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Ⅰ は じ め に

先の研究ノート⑴⑵⑶１につづき，本稿⑷は「駿河台大学 令和２年度地域
創生研究センター研究プロジェクト」（採択通知：２０２０年５月２８日／駿大総第
９号），「駿河台大学 令和３年度総合研究所研究プロジェクト【地域研究部
門】」（採択通知：２０２１年４月２６日／駿大総第８号），「駿河台大学 令和４年度
総合研究所研究プロジェクト【地域研究部門】」（採択通知：２０２２年５月２７日／
駿大総第１２号）の採択・助成を受け，共同研究を行った成果の一部である２。
なお，上記の一連のプロジェクトは，総称して本プロジェクトとする。
先の研究ノートにおいても述べたが，本プロジェクトは主として，我が国に

おける地域創生のために，会計学（および経営学，経済学）の観点から研究を
行うものである。より具体的には，地域に存在する産業・企業の現状を会計的
に把握するとともに，今後の成長戦略に対して，会計的な見地から諸提案を行
い，地域そのものを活性化していくことをめざして研究を遂行する。そのため，

１ 市川紀子［２０２１b］「地域創生における森林相続と管理⑴」『駿河台経済論集』
第３１巻第１号（研究ノート），１２１―１３７頁。市川紀子［２０２２］「地域創生における
森林相続と管理⑵」『駿河台経済論集』第３１巻第２号（研究ノート），９３―１１０頁。
市川紀子［２０２３］「地域創生における森林相続と管理⑶」『駿河台大学地域研究』
第４号（研究ノート）、掲載予定。本稿はこれらの研究ノート⑴⑵⑶の継続研究
である（以下，総称する場合は，先の研究ノートとする）。
２ 本稿は必要に応じて、先行の本プロジェクトの研究成果や研究会報告内容等
の一部を引用する場合がある。なお、共同研究者およびオブザーバーは、小野
正芳教授（日本大学）、中村亮介准教授（筑波大学）、丸山佳久教授（中央大学）、
吉田智也准教授（中央大学）である。
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本プロジェクトでは，地域の産業の特色をインタビュー等を行いながら探求し，
さらに，先行事例として地域創生活動を積極的に行っている地域も参照に，会
計的な見地から，研究を継続している。
なお，本プロジェクトの研究成果の一部として，市川［２０２０a］，市川［２０２０

b］，市川［２０２１a］，また上述した先の研究ノートの市川［２０２１b］，市川［２０２２］，
市川［２０２３］，さらに市川・小野・丸山・吉田［２０２０］，市川・小野・丸山・吉
田［２０２２］等が公表・報告済である。
これまで先の研究ノートでは森林経営管理制度に纏わる内容に関してメソ会

計の視点を取り入れ検討を行ってきた。本稿においては，上記の森林経営管理
制度に密接に関わりのある「森林環境譲与税」について確認していく。また，
特に本学が居を置く埼玉県における森林環境譲与税の取組事例も踏まえて検討
していくこととしたい。

Ⅱ 森林環境譲与税とは

本章においては，林野庁［２０１９a］，林野庁［２０１９b］，林野庁［２０１９c］３を取
り上げながら，森林環境税及び森林環境譲与税の創設，その経緯，仕組みにつ
いて確認していく。
林野庁［２０１９a］によれば，森林の有する公益的機能は，地球温暖化防止の

みならず，国土の保全や水源の涵養等，国民に広く恩恵を与えるものであり，
適切な森林の整備等を進めていくことは，我が国の国土や国民の生命を守るこ
とにつながる一方で，所有者や境界が分からない森林の増加，担い手の不足等
が大きな課題となっていることが指摘されている（林野庁［２０１９a］）。つづけ
て，このような現状の下，２０１８年５月に成立した森林経営管理法を踏まえ，パ
リ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害
防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から，
２０１９年３月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」（以下，法とす

３ 本稿は林野庁ホームページ記載の掲載（発刊）年度に関しては、年度表記が
ある場合は当該年度を、年度表記がない場合は内容に適した年度を明記した。
なお，ホームページ記載のもので，頁数の表記がないものは，引用頁数を明記
していない。
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る）が成立し，「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されたことが明
記されている（林野庁［２０１９a］）。
また，林野庁［２０１９b］は森林環境税を巡る経緯において，水源税構想，森

林交付税構想，全国森林税構想，全国森林環境・水源税，全国森林環境税構想，
森林吸収源対策のための財源の確保に関する検討についても示している。以下，
確認していく。
水源税構想においては，林野庁は，１９８６年度税制改正要望で森林の水源涵養

機能を確保するため，１０年を期限とした「水源税」の導入を要望したが，各界
の賛否が分かれ，見送りになったことを示し，さらに翌年の１９８７年度税制改正
要望で，林野庁要望の水源税と建設省要望の流水占用料改正とを一本化した
「森林・河川緊急整備税」の導入を要望したが，再び見送られたことが記され
ている（林野庁［２０１９b］）。
森林交付税構想においては，１９９１年，地方交付税の枠外に「森林交付税」を

創設することが提唱され，「森林交付税創設促進連盟」（市町村），「森林交付税
創設促進全国議員連盟」（市町村議会）が結成され，全国規模で実現に向けた
運動が展開されたことを記されている（林野庁［２０１９b］）。
全国森林環境・水源税，全国森林環境税構想においては，２００３年，森林交付

税の創設を求めてきた市町村や市町村議会議員は，方針を転換して「全国森林
環境・水源税」を提唱し，団体名も「全国森林環境水源税創設促進連盟」及び
「全国森林環境・水源税創設促進議員連盟」に改称されたことが示されている
（林野庁［２０１９b］）。また，２００６年には，全国森林環境・水源税の名称から「水
源」を削除し，「全国森林環境税」の名称で新税の創設を目指すこととなった
ことが明記されていた（林野庁［２０１９b］）。
森林吸収源対策のための財源の確保に関する検討については，林野庁は，温

室効果ガスの排出削減目標の達成に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐
等を推進するため，２００４年以降，その財源となる税の創設を継続的に要望して
きたとされる（林野庁［２０１９b］）。２０１３年度与党税制改正大綱では，森林吸収
源対策等の財源の確保について早急に総合的な検討を行うこととされ，２０１４年
からは，自民党の政務調査会に「森林吸収源対策等に関する財源確保について
の新たな仕組みの専門検討プロジェクトチーム」が設置されたことが示されて
いる（林野庁［２０１９b］）。以後，検討が重ねられ，２０１８年度与党税制改正大綱
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で，２０１９年度税制改正において森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）
を創設することが決定されたことが示されている（林野庁［２０１９b］）。これら
を含んだ森林吸収源対策に係る一連の税制改正要望の推移について示したもの
が図表１である。
なお，森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みや森林環境譲与税の譲与額と

市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準については，林野庁［２０１９
c］においてわかりやすい図表が示されており，図表２および図表３のとおり
である。林野庁［２０１９c］においては，「森林環境税」は，２０２４年度から，個人
住民税均等割の枠組みを用いて，国税として１人年額１，０００円を市町村が賦課
徴収する（林野庁［２０１９c］）。
また，「森林環境譲与税」は，市町村による森林整備の財源として，２０１９年

度から，市町村と都道府県に対して，私有林人工林面積，林業就業者数及び人
口による客観的な基準で按分して譲与されることが示されている（林野庁［２０１９
c］）。森林環境譲与税は，森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づ
き，市町村においては，間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担
い手の確保，木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」
に充てることとされている（林野庁［２０１９c］）。また，都道府県においては「森

図表１ 森林吸収源対策に係る税制改正要望の推移

出所：林野庁［２０１９b］「（参考）森林環境税を巡る経緯」２０２３．０１．０６参照，
〈https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／keikaku／２２１２０１.html〉。

駿河台経済論集 第３２巻第２号（２０２３）

６２



図表３ 森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合
及び譲与基準

出所：林野庁［２０１９c］「森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み」２０２３．０１．０６参照，
〈https : ／ ／www. rinya. maff. go. jp ／ j ／ keikaku ／ kankyouzei ／ kankyouzei _
jouyozei.html〉。

図表２ 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

出所：林野庁［２０１９c］「森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み」２０２３．０１．０６参照，
〈https : ／ ／www. rinya. maff. go. jp ／ j ／ keikaku ／ kankyouzei ／ kankyouzei _
jouyozei.html〉。
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林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされている（林
野庁［２０１９c］）。

Ⅲ 森林環境譲与税の取組状況と取組事例

前章の森林環境譲与税の創設や経緯等踏まえ，本章においては林野庁によっ
て公表された森林環境譲与税の取組状況と取組事例を取り上げる。また特に本
学が居を置く埼玉県での事例も確認する。さらに森林環境譲与税の取組事例に
おける地籍調査に関連してメソ会計の視点から当該調査の重要性も示す。

１．森林環境譲与税の取組状況
林野庁［２０２０a］によれば，法に基づき，地方団体に対し，２０１９年９月３０日

に森林環境譲与税の譲与が始まり，２０１９年度においては，総額約２００億円（市
町村１６０億円，都道府県４０億円）が譲与されたことが記されている（林野庁［２０２０
a］１頁）。森林環境譲与税の使途については，法第３４条の規定により，市町村
においては，森林の整備に関する施策，森林の整備を担うべき人材の育成及び
確保，森林の有する公益的機能に関する普及啓発，木材の利用の促進その他の
森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てなければならないとされて
いる（林野庁［２０２０a］１頁）。
なお，林野庁［２０２１a］によれば，法に基づき，地方団体に対し，２０２０年度

においては，総額約４００億円（市町村３４０億円，都道府県６０億円）が譲与されて
いる（林野庁［２０２１a］１頁）。森林環境譲与税の使途については，同様に法第
３４条の規定による（林野庁［２０２１a］１頁）。
また，林野庁［２０２２a］によれば，法に基づき，地方団体に対し，２０２１年度

には，総額約４００億円（市町村３４０億円，都道府県６０億円）が譲与されている（林
野庁［２０２２a］１頁）。森林環境譲与税の使途については，同様に法第３４条の規
定による（林野庁［２０２２a］１頁）。
以上のとおり，森林環境譲与税の総額は，２０１９年度は約２００億，２０２０年度及

び２０２１年度は約４００億円であり，２０１９年度から２０２０年度は約２倍に増加し，以
降は横ばいである。ただし，図表４においても明らかなように，２０２２年度は合
計５００億円を想定しているため，さらなる譲与額の増額が見込まれることが理
解できる。
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また，図表５のとおり，林野庁［２０２２a］によれば，市町村における森林環
境譲与税の活用額は毎年増加しており，２０２１年度には約２１７億円となっている
（林野庁［２０２２a］５頁）。使途の区分別に見ると，間伐等の森林整備関係に最
も多く活用されており，次に木材利用・普及啓発に活用されていることがわか
る（林野庁［２０２２a］５頁）。
さらに，図表６から確認できるとおり，森林環境譲与税による市町村の主な

取組実績は，ほとんどの項目で毎年増加しており，２０２１年度の森林整備面積は，
２０１９年度の約５倍となるなど，着実に取組は進展している（林野庁［２０２２a］
７頁）。森林作業道の整備や林道・林業専用道の整備についても同様に大きく
躍進していることがわかる（林野庁［２０２２a］７頁）。
なお，２０１９年度，２０２０年度，２０２１年度の森林環境譲与税の都道府県の譲与実

績については，林野庁［２０２０a］（１頁），林野庁［２０２１a］（１頁），林野庁［２０２２

図表４ 市町村・都道府県における森林環境譲与税の活用状況

２０１９決算 ２０２０決算 ２０２１決算 （２０２２予定）

市町村
活用額 ６５億円 １６３億円 ２１７億円 （４０５億円）

譲与額 １６０億円 ３４０億円 ３４０億円 （４４０億円）

都道府県
活用額 ３１億円 ４７億円 ５３億円 （６８億円）

譲与額 ４０億円 ６０億円 ６０億円 （６０億円）

合計
活用額 ９６億円 ２１０億円 ２７０億円 （４７２億円）

譲与額 ２００億円 ４００億円 ４００億円 （５００億円）

※（２０２２予定）の金額については，２０２２年９月時点で自治体への聞き取り結果を
とりまとめたもの。

出所：林野庁［２０２２a］６頁を一部修正。

図表５ 森林環境譲与税の市町村における活用額（２０１９～２０２１年度）

２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

活用額 ６５億円 １６３億円 ２１７億円

うち 間伐等の森林整備関係 ４３億円 １０７億円 １４６億円

うち 人材の育成・担い手の確保 ５億円 １２億円 １７億円

うち 木材利用・普及啓発 １７億円 ４４億円 ５４億円

出所：林野庁［２０２２a］５頁を一部修正。
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a］（１頁）にそれぞれ記載されている。ただし，各記載表からは，都道府県の
譲与額の順位，また，２０１９年～２０２１年の３年間の譲与金額の比較がすぐに確認
できないため，これらの林野庁［２０２０a］（１頁），林野庁［２０２１a］（１頁），林
野庁［２０２２a］（１頁）のデータをベースとして，筆者が都道府県別の森林環境
譲与税の譲与額の順位及びこの３年間の剰余金額の比較を図表７としてまとめ
た。北海道，東京都，高知県が譲与額合計の上位を占め，また，都道府県の森
林環境譲与税の譲与額の順位は，多少の変動はあるが，この３年間でほぼ変
わっていないことがわかる。

２．森林環境譲与税の取組事例と課題
林野庁［２０２０b］，林野庁［２０２１b］，林野庁［２０２２b］，林野庁［２０２２c］にお

いて森林環境譲与税の取組事例が記されている。それぞれの記載や区分方法を
確認した上で，本学が居を置く埼玉県の取組事例も確認していく。また，林野
庁［２０２２d］は，各市町村からどのような取組を実施できるのか具体的に例示
してほしいという要望から，森林環境譲与税を活用して実施可能な例もあげて
いるため，それらも併せて検討する。
林野庁［２０２０b］は「１森林整備の取組事例」「１―１間伐や路網整備等の取

組」「１―２森林の集積・集約化」「２人材育成の取組事例」「３自治体間連携，
木材利用・普及啓発の取組事例」「３―１自治体間連携」「３―２木材利用・普及

図表６ 森林環境譲与税の市町村における主な取組実績（２０１９年度～２０２１年度）
区分 主な取組実績 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

間伐等の森林整備関係

意向調査実施面積 約１２．５万ha 約２１．６万ha 約１８．０万ha

森林整備面積
（うち間伐面積）

約５．９千ha
（約３．６千ha）

約１７．９千ha
（約１０．３千ha）

約３０．８千ha
（約１４．２千ha）

森林作業道の整備 約８９千m 約２３３千m 約４０６千m

林道・林業専用道の整備 約１千m 約５千m 約１４千m

人材の育成・担い手の確保 研修等の参加者数 約６．５千人 約５．０千人 約６．４千人

木材利用・普及啓発

木材利用量 約５．４千m３ 約１３．４千m３ 約２２．５千m３

イベント、講習会等 約９００回 約１０００回 約１８００回

参加者等 約８８千人 約５６千人 約１２５千人

出所：林野庁［２０２２a］７頁を一部修正。
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図表７ 都道府県の森林環境譲与税の譲与額の順位 （単位：千円）

順位 都道府県 ２０１９年度
譲与額合計 順位 都道府県 ２０２０年度

譲与額合計 順位 都道府県 ２０２１年度
譲与額合計

１ 北 海 道 １，５３３，２６５ １ 北 海 道 ３，０６６，６９９ １ 北 海 道 ３，０２９，１１８
２ 東 京 都 ７２０，１５７ ２ 東 京 都 １，４４０，３８２ ２ 東 京 都 １，４６９，６５７
３ 高 知 県 ７１１，７４４ ３ 高 知 県 １，４２３，５２０ ３ 高 知 県 １，４０９，０４７
４ 岐 阜 県 ６８３，４９９ ４ 岐 阜 県 １，３６７，０３８ ４ 岐 阜 県 １，３４０，８５４
５ 兵 庫 県 ６２７，２７１ ５ 兵 庫 県 １，２５４，６００ ５ 兵 庫 県 １，２５７，０２６
６ 長 野 県 ６１９，２６４ ６ 長 野 県 １，２３８，５９９ ６ 長 野 県 １，２４４，４２９
７ 岩 手 県 ６１２，４８２ ７ 岩 手 県 １，２２５，０００ ７ 岩 手 県 １，２１５，２５２
８ 静 岡 県 ５９９，８２１ ８ 静 岡 県 １，１９９，６８０ ８ 静 岡 県 １，２０２，５５３
９ 愛 知 県 ５９８，７４８ ９ 愛 知 県 １，１９７，５６２ ９ 愛 知 県 １，１９４，４２７
１０ 宮 崎 県 ５７６，７１２ １０ 宮 崎 県 １，１５３，４５３ １０ 宮 崎 県 １，１５３，５９５
１１ 熊 本 県 ５４５，２２０ １１ 熊 本 県 １，０９０，４９１ １１ 熊 本 県 １，０９１，１７２
１２ 秋 田 県 ４９６，１５５ １２ 秋 田 県 ９９２，３４４ １２ 秋 田 県 ９８７，６７０
１３ 神奈川県 ４８６，７４１ １３ 神奈川県 ９７３，５１１ １３ 神奈川県 ９８２，４０３
１４ 和歌山県 ４８０，６２８ １４ 和歌山県 ９６１，２９４ １４ 和歌山県 ９６５，７８３
１５ 福 島 県 ４７９，５３１ １５ 福 島 県 ９５９，１３２ １５ 愛 媛 県 ９６３，５２８
１６ 三 重 県 ４７７，６２９ １６ 三 重 県 ９５５，２８３ １６ 大 阪 府 ９５８，６４３
１７ 大 阪 府 ４７７，５９５ １７ 大 阪 府 ９５５，２３４ １７ 福 島 県 ９５８，２９３
１８ 愛 媛 県 ４７２，３３８ １８ 愛 媛 県 ９４４，６９５ １８ 三 重 県 ９５７，１４３
１９ 大 分 県 ４５６，１８９ １９ 大 分 県 ９１２，３９０ １９ 福 岡 県 ９１０，１７８
２０ 福 岡 県 ４５４，２５７ ２０ 福 岡 県 ９０８，５４６ ２０ 埼 玉 県 ９０２，８７９
２１ 埼 玉 県 ４４７，３７８ ２１ 埼 玉 県 ８９４，８２４ ２１ 大 分 県 ９０１，５８９
２２ 鹿児島県 ４４１，５８６ ２２ 鹿児島県 ８８３，２１７ ２２ 鹿児島県 ８６９，７４７
２３ 広 島 県 ４２４，０１７ ２３ 広 島 県 ８４８，０５６ ２３ 広 島 県 ８４９，１６６
２４ 奈 良 県 ４０５，０１７ ２４ 奈 良 県 ８１０，０７５ ２４ 奈 良 県 ８１４，３０１
２５ 徳 島 県 ３９４，８１４ ２５ 徳 島 県 ７８９，６５０ ２５ 岡 山 県 ７９３，９７２
２６ 岡 山 県 ３９３，１７２ ２６ 岡 山 県 ７８６，３６２ ２６ 徳 島 県 ７８６，３６３
２７ 千 葉 県 ３８９，６９６ ２７ 千 葉 県 ７７９，４３９ ２７ 千 葉 県 ７８４，６０６
２８ 山 口 県 ３６０，６８１ ２８ 山 口 県 ７２１，３８４ ２８ 京 都 府 ７４５，７９８
２９ 新 潟 県 ３５４，４５７ ２９ 新 潟 県 ７０８，９５２ ２９ 新 潟 県 ７０６，４２９
３０ 宮 城 県 ３５１，２４３ ３０ 宮 城 県 ７０２，５２４ ３０ 山 口 県 ７０５，９２０
３１ 京 都 府 ３４９，８７０ ３１ 京 都 府 ６９９，７６０ ３１ 宮 城 県 ６９７，１３８
３２ 島 根 県 ３４５，５９２ ３２ 島 根 県 ６９１，２１２ ３２ 島 根 県 ６９２，３２８
３３ 青 森 県 ３３３，７２０ ３３ 青 森 県 ６６７，４８６ ３３ 群 馬 県 ６５０，８２４
３４ 群 馬 県 ３２２，４９９ ３４ 群 馬 県 ６４５，０３０ ３４ 青 森 県 ６４１，９９３
３５ 栃 木 県 ３２０，２７０ ３５ 栃 木 県 ６４０，５６６ ３５ 栃 木 県 ６４１，９３８
３６ 茨 城 県 ２９８，７５６ ３６ 茨 城 県 ５９７，５５２ ３６ 茨 城 県 ６０１，７０７
３７ 山 形 県 ２７１，３２８ ３７ 山 形 県 ５４２，７００ ３７ 山 形 県 ５４４，５５２
３８ 鳥 取 県 ２３１，９８５ ３８ 鳥 取 県 ４６３，９９２ ３８ 鳥 取 県 ４６４，００２
３９ 福 井 県 ２２３，０６７ ３９ 福 井 県 ４４６，１４９ ３９ 福 井 県 ４４６，６６３
４０ 石 川 県 ２１１，６４５ ４０ 石 川 県 ４２３，３０４ ４０ 石 川 県 ４２５，１２１
４１ 山 梨 県 ２０７，５００ ４１ 山 梨 県 ４１５，０２６ ４１ 山 梨 県 ４１４，１５８
４２ 長 崎 県 ２０１，７４９ ４２ 長 崎 県 ４０３，５２１ ４２ 長 崎 県 ４０１，８２６
４３ 滋 賀 県 １７６，３６６ ４３ 滋 賀 県 ３５２，７５２ ４３ 滋 賀 県 ３５５，９１７
４４ 佐 賀 県 １３９，９９６ ４４ 佐 賀 県 ２８０，０１４ ４４ 佐 賀 県 ２７９，２９０
４５ 富 山 県 １３０，６８５ ４５ 富 山 県 ２６１，３９０ ４５ 富 山 県 ２６１，０９２
４６ 沖 縄 県 ８３，６６０ ４６ 沖 縄 県 １６７，３６６ ４６ 沖 縄 県 １７１，２３８
４７ 香 川 県 ７９，１０９ ４７ 香 川 県 １５８，２３２ ４７ 香 川 県 １５８，６７２

合 計 １９，９９９，１０４ 合 計 ３９，９９９，９８８ 合 計 ４０，０００，０００

出所：林野庁［２０２０a］（１頁），林野庁［２０２１a］（１頁），林野庁［２０２２a］（１頁）をもとに筆者作成。
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啓発」に区分され，都道府県の取組事例がまとめられている。
林野庁［２０２１b］は「森林整備」「人材育成・確保」「木材利用・普及啓発」

「自治体間連携」に区分され，都道府県の取組事例がまとめられている。
林野庁［２０２２b］は「１市町村支援関係」「１―１総合的なサポート組織の設

置」「１―２アドバイザーの配置，派遣，巡回支援」「１―３市町村職員向けの研
修等」「１―４森林情報の整備」「１―５技術実証」「１―６自治体間連携のマッチ
ング」「２人材育成・確保関係」「３木材利用・普及啓発関係」に区分され，都
道府県の取組事例がまとめられている。
林野庁［２０２２c］は「１森林整備関係」「１―１森林経営管理制度に基づく間

伐等の実施」「１―２森林経営管理制度に基づく意向調査等の実施」「１―３補助・
協定等による森林整備」「１―４里山林整備，病害虫対策，森林保全等」「１―５
森林資源・境界等の情報の整備」「２人材育成・確保関係」「３木材利用・普及
啓発関係」に区分され，市町村の取組事例がまとめられている。上記のいずれ
も法第３４条に基づいた区分けとなっていることがわかる。
以上の林野庁［２０２０b］，林野庁［２０２１b］，林野庁［２０２２b］，林野庁［２０２２c］

において埼玉県を取り上げていたのは，森林整備の取組事例における埼玉県秩
父市の「森林経営管理制度に基づく間伐等の取組」（林野庁［２０２０b］４頁），
人材育成の取組事例における埼玉県飯能市の「森林ボランティアの搬出活動に
よる林地残材の活用」（林野庁［２０２０b］８１頁），自治体間連携，木材利用・普
及啓発の取組事例における埼玉県さいたま市の「自治体間連携による木材利
用・普及啓発」（林野庁［２０２０b］９７頁），森林整備における埼玉県小川町の「森
林経営管理制度を活用した森林整備の推進」（林野庁［２０２１b］１５頁），木材利
用・普及啓発における埼玉県東村山市の「公共施設の木質化」（林野庁［２０２１
b］７６頁），森林情報の整備における埼玉県の「森林整備等を実施する市町村
への支援事業」（林野庁［２０２２b］４２頁），自治体間連携のマッチングにおける
埼玉県の「森がつなぐ山とまちの未来事業」（林野庁［２０２２b］５８頁），森林経
営管理制度に基づく意向調査等の実施における埼玉県東秩父村「地域への要望
調査に基づいた森林整備」（林野庁［２０２２c］２２頁），木材利用・普及啓発関係
における埼玉県鴻巣市の「公共施設の木質化による木材利用の促進」（林野庁
［２０２２c］７７頁）等である。
なお，林野庁［２０２２d］においては，上述したように，各市町村からどのよ
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うな取組を実施できるのか具体的に例示してほしいという要望から，森林環境
譲与税を活用して実施可能な例もあげている（林野庁［２０２２d］１―２頁）。た
だし，あくまで例示であり，実施可能な取組をこれらに限るものではなく，各
市町村においては，リストを参考にしながら，地域の実情に応じた創意工夫に
よる取組の検討のお願いの明記がなされている（林野庁［２０２２d］１頁）。また，
森林環境税は，森林整備の効果が広く国民に及ぶものであることに鑑み，国民
の協力のもと創設されたものであるため，国民の理解が得られるかという点に
ついても留意して取組を進めるよう要望がなされている（林野庁［２０２２d］１頁）。
これらを踏まえ，林野庁［２０２２d］の例示は「１森林整備」「２人材育成」「３

木材利用」「４普及啓発」をあげている（林野庁［２０２２d］１―２頁）。具体的
には「１森林整備」については，人工林の整備等，路網の整備，鳥獣被害，森
林病害虫対策，災害対策，計画策定・森林情報整備等，都市部自治体による山
村部自治体の森林整備である（林野庁［２０２２d］１―２頁）。「２人材育成」に
ついては，林業事業体，林業従事者への支援，研修生への支援，研修の実施，
担い手確保のための情報発信，市町村体制の確保である（林野庁［２０２２d］２
頁）。「３木材利用」については，施設の木造・木質化，木製品の制作・利用，
木材利用のための体制整備である（林野庁［２０２２d］２―３頁）。「４普及啓発」
については，都市側，山村側に区分されている（林野庁［２０２２d］３頁）。
各項目において，詳細な例示が示されているが，特に「１森林整備」におけ

る人工林の整備等において，森林整備に先立って実施する，所有者への意向調
査や所有者探索，境界測量・調査等の実施，経営管理権集積計画の作成が示さ
れている点に着目したい（林野庁［２０２２d］１頁）。
すでに林野庁［２０２２c］によれば，森林資源・境界等の情報の整備として３

件の取組事例を明示している。本学が居を置く埼玉県の事例ではないが，山形
県真室川町の「公共測量データを活用した森林資源解析等」（林野庁［２０２２c］
５６頁），石川県七尾市の「林地地番図（林地台帳附図）の作成」（林野庁［２０２２
c］５７頁），鳥取県鳥取市の「意向調査対象森林の境界明確化」（林野庁［２０２２c］
５８頁）の３件があげられている。
特に，石川県七尾市では，森林の境界明確化を実施する際に，現行の林地台

帳附図を基に境界を確認しているものの，現行の林地台帳附図は森林簿ベース
で作成されたものであるため，地形や道など，現況と異なる箇所が多くあり，
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筆界の確認に多大な時間と労務を費やしていたことが記されている（林野庁
［２０２２c］５７頁）。また，七尾市は私有林人工林面積が約９，０１６haと県内で２番
目に大きく，今後，森林経営管理制度による森林整備を効率的に進めていくた
めには，法務局の公図と現況の地形図を合成させた，より合理的な図面を広域
的に作成することが重要であることから，森林環境譲与税を活用して林地地番
図（林地台帳附図）の整備を行ったことが示されていた（林野庁［２０２２c］５７
頁）。また，２０２１年度は，能登島地区，田鶴浜地区の２地区で約１５，４００筆の林
地地番図（林地台帳附図）を作成し，２０２２年度は，市内１地区で林地地番図（林
地台帳附図）を作成し，引き続き，森林経営管理制度による森林整備を進めて
いく予定であることが述べられている（林野庁［２０２２c］５７頁）。なお，事業費
は１０，４５０千円（全額譲与税）であり，実績は約１５，４００筆である（林野庁［２０２２
c］５７頁）。
先の研究ノートにおいて，メソ会計は資源価値評価のツールであり，土地の

境界が明確化しなければ，ツールは利用できないという結論に達しており，メ
ソ会計の視点から鑑みれば，地籍調査の進捗率をあげながら，森林経営管理制
度を推進することがのぞまれる。
上述したとおり，林野庁［２０２０a］によれば，森林環境譲与税の使途につい

ては，法第３４条の規定により，市町村においては，森林の整備に関する施策，
森林の整備を担うべき人材の育成及び確保，森林の有する公益的機能に関する
普及啓発，木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する
費用に充てなければならないとされている（林野庁［２０２０a］１頁）。これらの
項目のなかでは，森林の整備に関する施策において境界測量・調査（地籍調査）
等は可能である。図表５からもわかるように，当該項目の活用額も高い（ただ
し地籍調査の配分額については現時点で不明）。
上記の通り，境界測量・調査を実施を開始している都道府県も存在する。将

来的に各都道府県において，先の研究ノートで示した森林信託（森林ファンド）
なども視野に入れるのであれば（民間の組織で森林信託事業も開始されてい
る４），地籍調査は必須であろう。土地の所有者が明確化していないものに投資
はし難い。

４ 三井住友信託銀行株式会社［２０２０］参照。

駿河台経済論集 第３２巻第２号（２０２３）

７０



また，先の研究ノートでもふれたが，国土交通省［２０１７］によれば，２０１７年
３月末現在の山村部（林地）の地籍調査進捗率は４５％に留まっており，未実施
面積が約１００，０００km残っている状況である（国土交通省［２０１７］２頁）。第６
次十箇年計画において，林地は地籍調査を１５，０００km実施し，進捗率を４２％か
ら５０％に引き上げることとしているが，実績は計画の半分のペースとなってい
ることが指摘されている（国土交通省［２０１７］２頁）。より一層の地籍調査の
進捗がのぞまれる状況である。このようなことを鑑みれば，森林経営管理制度
は，自治体が仲介役となり，林業経営に適した森林の経営管理を林業経営者に
集積・集約化するものであるから，所有者が不明でも，一定の条件を満たせば
経営管理権集積計画を定めることができる点はメリットがあろう。しかし，先
の研究ノートにおいても述べた通り，森林施業の集約化により，土地と所有者
が明確化するわけではない。土地と所有者が明確化しなければ，メソ会計の理
論上，森林をめぐる資産勘定の階層関係は成立せず，森林信託の進展も難しい
と考える。各自治体においては，上述したように，山形県真室川町の「公共測
量データを活用した森林資源解析等」（林野庁［２０２２c］５６頁），石川県七尾市
の「林地地番図（林地台帳附図）の作成」（林野庁［２０２２c］５７頁），鳥取県鳥
取市の「意向調査対象森林の境界明確化」（林野庁［２０２２c］５８頁）のような境
界測量・調査等のさらなる実施が期待される。

Ⅳ おわりに

先の研究ノートにおいても示したが，駿河台大学総合研究所における「研究
活動とその成果は，本学の中期計画とそれに基づくアクションプランに依拠し
て評価・検証を行い，不断の改革・改善を行うことを通じて，大学の担うべき
社会的機能を果たしていきたいと考えています。」（駿河台大学［２０２１］）とい
う設立趣旨の理念を念頭に置き，本プロジェクトは遂行しており，本稿もその
理念に則り検討したものである。
本稿は，それらを踏まえたうえで森林経営管理制度に密接に関わりのある

「森林環境譲与税」について本学が居を置く埼玉県の事例等も取り上げ確認し
てきた。林野庁［２０２０a］によれば，森林環境譲与税の使途については，法第３４
条の規定により，市町村においては，森林の整備に関する施策，森林の整備を
担うべき人材の育成及び確保，森林の有する公益的機能に関する普及啓発，木
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材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てな
ければならないとされる（林野庁［２０２０a］１頁）。本稿では，この法の下で，
すでに境界測量・調査を実施を開始している都道府県の確認も行い，将来的に
各都道府県において，森林信託等も視野に入れるのであれば地籍調査は必須で
あることを指摘した。森林経営管理制度は，自治体が仲介役となり，林業経営
に適した森林の経営管理を林業経営者に集積・集約化するものであるから，所
有者が不明でも，一定の条件を満たせば経営管理権集積計画を定めることがで
きる点は非常に重要である。しかし森林施業の集約化により，土地と所有者が
明確化するわけではない。土地と所有者が明確化しなければ，メソ会計の理論
上，森林をめぐる資産勘定の階層関係は成立せず，森林信託の進展も難しいの
ではないか。各自治体においては，森林環境贈与税等をベースとした境界測
量・調査等のさらなる実施が期待される。
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search＝’%E６%A３%AE%E６%９E%９７%E４%BF%A１%E８%A８%９７‘〉。
山田容三［２０２０］『SDGs時代の森林管理の理念と技術―森林と人間の共生の道へ』昭
和堂。
吉田智也［２０２１］「鉄道業の会計」小野正芳編著『２７業種 簿記・会計の処理と表示』
（第１２章 所収）中央経済社，１５７―１７０頁。
林野庁［２０１９a］「森林環境税及び森林環境譲与税の創設」２０２３．０１．０６参照，〈https:／／
www.rinya.maff.go.jp／j／keikaku／kankyouzei／kankyouzei_jouyozei.html〉。
林野庁［２０１９b］「（参考）森林環境税を巡る経緯」２０２３．０１．０６参照，〈https:／／www.rinya.
maff.go.jp／j／keikaku／２２１２０１.html〉。
林野庁［２０１９c］「森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み」２０２３．０１．０６参照，〈https:
／／www.rinya.maff.go.jp／j／keikaku／kankyouzei／kankyouzei_jouyozei.html〉。
林野庁［２０２０a］「令和元年度における森林環境譲与税の取組状況について」２０２３．０１．０６
参照，〈torikumizyoukyou-１.pdf（maff.go.jp）〉。
林野庁［２０２０b］「森林環境譲与税の取組事例集」２０２３．０１．０９参照，〈https:／／www.rinya.
maff.go.jp／j／keikaku／kankyouzei／torikumizyoukyou-２.pdf〉。
林野庁［２０２１a］「令和２年度における森林環境譲与税の取組状況について」２０２３．０１．０６
参照，〈torikumizyoukyou-３.pdf（maff.go.jp）〉。
林野庁［２０２１b］「森林環境譲与税の令和２年度取組事例集」２０２３．０１．０９参照，〈https:
／／www.rinya.maff.go.jp／j／keikaku／kankyouzei／torikumizyoukyou-６.pdf〉。
林野庁［２０２２a］「令和３年度における森林環境譲与税の取組状況について」２０２３．０１．０６
参照，〈torikumizyoukyou-７.pdf（maff.go.jp）〉。
林野庁［２０２２b］「令和３年度森林環境譲与税の取組事例集（都道府県）」２０２３．０１．０９
参照，〈https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／keikaku／torikumizyoukyou-９.pdf〉。
林野庁［２０２２c］「令和３年度森林環境譲与税の取組事例集（市町村）」２０２３．０１．０９参
照，〈https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／keikaku／torikumizyoukyou-８.pdf〉。
林野庁［２０２２d］「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例について
（通称：ポジティプリスト）」２０２３．０１．０９参照，〈https:／／www.rinya.maff.go.jp／j／
keikaku／kankyouzei／attach／pdf／torikumizyoukyou-７.pdf〉。
林野庁［２０２２e］『令和４年版森林・林業白書』一般社団法人全国林業改良普及協会。

以上

地域創生における森林相続と管理⑷
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